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訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
十
一
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
一
月
」
の
下
に
「
（
当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
群
馬
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い

う
。
）
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
二
週
間
）
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で

を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
育
児
休
業
条
例
」
に
、

「
育
児
休
業
計
画
書
」
を
「
育
児
短
時
間
勤
務
計
画
書
（
別
記
様
式
第
十
四
号
の
六
の
二
）
」
に
改

め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
第
四
項
各
号
」
を
「
第
三
十
六
条
第
三
項
各
号
」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
の
二
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
三
中

「

□
育
児
休
業

□
育
児
休
業
期
間
の
延
長

□
再
度
の
育
児
休
業

□
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長

を

（再
度
の
育
児
休
業
又
は
再
度
の
育
児
休
業
期
間
の
延
長
が
必
要
な
事
情

）

」

「

□

育
児
休
業
の
承
認

（次
に
掲
げ
る
育
児
休
業
の
承
認
を
除
く

）

。

□

同
一
の
子
に
係
る
３
回
目
以
降
の
育
児
休
業
の
承
認

（既
に
２
回
の
育

児
休
業

（育
児
休
業
法
第
３
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除

く

）を
取
得
し
た
場
合
の
も
の
に
限
る

）

。
。

□

育
児
休
業
の
期
間
の
最
初
の
延
長

□

育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長

に
、

（同
一
の
子
に
係
る
３
回
目
以
降
の
育
児
休
業
の
承
認

（既
に
２
回
の
育

児
休
業

（育
児
休
業
法
第
３
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除

く

）を
取
得
し
た
場
合
の
も
の
に
限
る

）

育
児
休
業
の
期
間
の

。
。

、
再
度
の
延
長

非
常
勤
職
員
の
１
歳
６
ヶ
月
ま
で
の
子
の
育
児
休
業
の

、
承
認
又
は
非
常
勤
職
員
の
２
歳
ま
で
の
子
の
育
児
休
業
の
承
認
が
必
要

な
事
情
を
記
入

）

」

「

４
既
に
育
児
休

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

業
を
し
た
期

間
年

月
日
か
ら

年
月

日
ま
で

」

を「

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

４
既
に
育
児
休

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

業
を
し
た
期

間
年

月
日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

」

に
改
め
、
同
様
式
注
３
中
「
（当

該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
５
７
日
間
に

職
員
が
当
該

、

請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
最
初
の
育
児
休
業
を
す
る
場
合
を
除
く

）
」
を
削
る
。

。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
六
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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別記様式第１４号の６の２（規格Ａ４）（第３６条の２関係）

育 児 短 時 間 勤 務 計 画 書

提出年月日 年 月 日
（所属長又は人事課長） 様

所 属
職
氏 名

職員の育児休業等に関する条例第１１条第６号の規定に基づき、再度の育児短時間勤務の承認の請求をす
る予定ですので、育児短時間勤務の計画について次のとおり提出します。
なお、記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。

１ 請求に係る子

子 の 氏 名 生年月日 年 月 日生

２ 請求者の計画

請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

再 度 の 請 求 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

３ 備 考

注 １ 育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務承認請求書と同時に（変更の届出の場合は、記載事項に変更

が生じた後遅滞なく）提出するものとする。

２ 「請求期間」欄には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入する。

３ 子の出生前に提出する場合は、「１ 請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。

４ 変更の届出の場合は、１及び２の記載事項のうち変更する箇所のみ記入する。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、

第
三
十
六
条
の
三
第
三
項
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
三
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
の
六
の
二
の
規
定

は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

平

田

郁

美

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
第
二
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
」
を
「
次
に
掲
げ

る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る

期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇

月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

ロ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休

業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し

た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
第
二
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
」
を
「
第
四
十
三

条
の
六
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四

十
四
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

平

田

郁

美

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
章

教
員
免
許
更
新
制
（
第
九
条－

第
十
九
条
）
」
を
「
第
四
章

削
除
」
に
改

め
る
。

第
二
条
の
表
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九

年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
項
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二

十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）
の
項
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
を
除
き
、
」
を
削
り
、
同
項
の
表
一
の
項
下
欄
㈩
及
び
同
表
六
の

項
下
欄
㈥
並
び
に
同
表
備
考
第
三
号
を
削
る
。

第
三
条
の
二
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
六
十
五
条
の
十
一
」
を
「
第
六
十
五
条
の
九
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
を
削
る
。

第
六
条
中
「
及
び
第
三
条
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
表
備
考
中
「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章

削
除

第
九
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
二
十
条
の
表
第
二
十
号
の
三
か
ら
第
二
十
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
項
中
「
商
業
」
を
「
商

船
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

「

授
与
年
月
日

年
月

日
所
要
資
格
取
得
年
度

を

記
号
番
号

第
号

有
効
期
間
満
了
の
日

年
月

日

」

「

授
与
年
月
日

年
月

日
記

号
番

号
第

号

に
」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「第

５
条
第
４
項

」
を
「第

５
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１
９
号
か
ら
別
記
様
式
第
２
０
号
の
２
ま
で

削
除

別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
二
中

「

根
拠

規
定

を

有
効
期
間
の
満
了
日

年
月

日
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」

「
根

拠
規

定

に
」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中
「
（
有
効
期
間
の
満
了
の
日

年

月

日
）
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
二
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
十
五
号
中
「若

し
く
は

」
を
「又

は

」
に
改
め
、
「又

は
平
成
１
９
年
改
正
法
附

則
第
２
条
第
６
項

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る

規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

平

田

郁

美

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
の
二
中
「
後
八
週
間
」
を
「
以
後
一
年
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
の
二
の
規
定
は
、

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

平

田

郁

美

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
号
中
「
平
成
四
年
群
馬
県
条
例
第
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」

と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
育
児

休
業
を
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る

期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇

月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

ロ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休

業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し

た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
二
条
第
三
号
及
び
第
十
四
条
第
二
項
第

二
号
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

平

田

郁

美

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和

二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
八
中
「
後
八
週
間
」
を
「
以
後
一
年
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
八
の
規
定
は
、

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

■
◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

宮

下

智

滿

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公

営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に

関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
そ
の
１
備
考
４
中
「１

５
８
０
０
円

」
を
「１

６
１
０
０
円

」
に
改
め
る
。

，
，

別
記
第
五
号
様
式
備
考
４
中
「３

１
０

５
０
０
円

＋５
２
５
円
６
銭

」
を
「３
１
６

２
５
０

，
，

円

＋５
４
１
円
３
１
銭

」
に
、
「３

１
０

５
０
０
円

＋２
６
２

５
３
０
円

＋２
７
円
５
０
銭

」

，
，

を
「３

１
６

２
５
０
円

＋２
７
０

６
５
５
円

＋２
８
円
３
５
銭

」
に
改
め
る
。

，
，

別
記
第
六
号
様
式
備
考
４
中
「７

円
５
１
銭

」
を
「７

円
７
３
銭

」
に
、
「５

円
２
銭

」
を
「５

円
１
８
銭

」
に
、
「３

７
５

５
０
０
円

」
を
「３

８
６

５
０
０
円

」
に
改
め
る
。

，
，

別
記
第
七
号
様
式
そ
の
１
（
別
紙
）
そ
の
２
中
「１

５
８
０
０

」
を
「１

６
１
０
０

」
に
改

，
，

め
、
同
様
式
そ
の
２
（
別
紙
）
備
考
２
中
「３

１
０

５
０
０
円

＋５
２
５
円
６
銭

」
を
「３

１
６

，

２
５
０
円

＋５
４
１
円
３
１
銭

」
に
、
「３

１
０

５
０
０
円

＋２
６
２

５
３
０
円

＋２
７
円

，
，

，

５
０
銭

」
を
「３

１
６

２
５
０
円

＋２
７
０

６
５
５
円

＋２
８
円
３
５
銭

」
に
改
め
、
同
様
式

，
，

そ
の
３
（
別
紙
）
備
考
１
中
「７

円
５
１
銭

」
を
「７
円
７
３
銭

」
に
、
「５

円
２
銭

」
を
「５

円

１
８
銭

」
に
、
「３

７
５

５
０
０
円

」
を
「３
８
６

５
０
０
円

」
に
改
め
る
。

，
，

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用

等
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告

示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
」
を
「
次
に
掲
げ

る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る

期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇

月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

ロ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休

業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し

た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

第
二
十
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
」
を
「
第
二
十
八

条
の
七
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
二
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二

十
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
）

第
二
条
の
二

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
及
び
第
二
条
の
四
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
特
別
の
事
情

は
、
条
例
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三

号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
条
に
規
定
す
る
事
情
に
該
当
し
た
場
合

第
三
条
第
二
項
中
「
第
二
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
二
条
の
二
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和

四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
号
中
「
平
成
四
年
群
馬
県
条
例
第
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」

と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
育
児

休
業
を
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る

期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇

月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

ロ

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三

条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休

業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し

た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
二
条
第
三
号
及
び
第
十
四
条
第
二
項
第

二
号
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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